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た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
提
案
の
趣
旨
及
び
そ
の
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
空
家
等
が
地
域
住
民
の
生

活
環
境
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
空
家
等
に
関
す

る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

そ
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
総
務
大
臣
は
、
空
家
等
に
関
す
る
施
策

の
基
本
指
針
を
定
め
、
市
町
村
は
、
基
本
指
針
に
即
し
て
空
家
等
対
策
計

画
を
定
め
る
こ
と
、

第
二
に
、
市
町
村
長
は
、
固
定
資
産
税
の
課
税
等
の
た
め
に
保
有
す
る

空
家
等
の
所
有
者
等
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
内
部
で
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
、

第
三
に
、
市
町
村
長
は
、
著
し
く
保
安
上
危
険
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る

な
ど
、
放
置
す
る
こ
と
が
不
適
切
な
状
態
に
あ
る
空
家
等
の
所
有
者
等
に

対
し
、
除
却
、
修
繕
等
の
措
置
を
と
る
よ
う
助
言
ま
た
は
指
導
、
勧
告
、

命
令
が
で
き
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
職
員
等

に
空
家
等
の
立
入
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、

第
四
に
、
所
有
者
等
が
命
令
を
履
行
し
な
い
と
き
ま
た
は
命
ず
べ
き
所

有
者
等
が
不
明
の
と
き
は
、
行
政
代
執
行
が
で
き
る
こ
と
、

第
五
に
、
国
及
び
都
道
府
県
は
、
市
町
村
が
行
う
空
家
等
に
関
す
る
対

策
の
実
施
に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
補
助
、
地
方
交
付
税
制
度
の
拡
充
等

の
措
置
を
講
じ
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
ほ
か
必
要
な
税
制
上

の
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と

な
ど
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
本
日
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
い
て
、
全
会
一
致
を
も
っ
て

委
員
会
提
出
法
律
案
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
決
し
た
も
の
で
あ
り
ま

す
。何

と
ぞ
速
や
か
に
御
可
決
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

二
、
参
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告

（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
九
日
）

○
広
田
一
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

法
律
案
は
、
適
切
な
管
理
が
実
施
を
さ
れ
て
い
な
い
空
家
等
が
、
防
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災
、
衛
生
、
景
観
等
の
地
域
住
民
の
生
活
環
境
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
て

い
る
こ
と
に
鑑
み
、
地
域
住
民
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
を
保
護
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
生
活
環
境
の
保
全
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
空
家
等
の
活
用
を

促
進
す
る
た
め
、
国
に
よ
る
基
本
指
針
の
策
定
、
市
町
村
に
よ
る
空
家
等

対
策
計
画
の
策
定
、
そ
の
他
の
空
家
等
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め

に
必
要
な
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

国
土
交
通
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
提
出
者
衆
議
院
国
土
交
通
委
員

長
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一

致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
八
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
隣
地
所
有
者
と
の
土
地
の
境
界
紛

争
を
未
然
に
防
止
す
る
と
と
も
に
跡
地
の
利
活
用
の
推
進
を
図
る
観
点
か

ら
、
空
家
を
取
り
壊
し
更
地
に
す
る
際
に
は
事
前
に
空
家
が
所
在
す
る
土

地
の
境
界
を
明
確
に
す
る
手
続
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
検
討

を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
審
査
は
省
略
さ
れ
た
。
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